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                         施工条件明示の徹底について（通知）

  施工条件明示について、建設省においては既に昭和６０年１月の通達以
後、その対応が図られているところであり、本県土木部においても、工務
課長会議等を通して、その必要性等に対する意識を喚起してきたところで
あります。
  平成元年１０月に行なった現場施工実態調査においても、施工条件の明
示が不十分であるとの意見も出されており、今後、下記に注意し、積極的
な対応を図ってください。
                                   記
  １  目的
    土木工事は、現地屋外・単品・受注生産方式であることから、工事現
  場の種々の制約条件（施工条件）を受けて実施されるが、これら施工条
  件を契約上設計図書に明示することによって、工事の円滑な執行に資す
  ることを目的とする。
  ２  対象工事
    鳥取県土木部の施行する土木・建築工事
  ３  明示項目及び明示事項（案）
    別紙
  ４  明示方法
    施工条件は、契約条件となるものであるから、設計図書の中で明示す
  るものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の
  関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。
  ５  その他
    （１）明示されない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、
        契約書の関連する条項に基づき甲・乙協議できるものであること。
        （請負工事契約約款第１７条を参照）
    （２）現場説明時の質問回答のうち、施工条件に関するものも、質問回答
        書により文書化すること。
    （３）施工条件の明示は、工事規模、内容に応じて適切に対応すること。
          なお、施工方法、機械施設については、施工者の創意工夫を損なわ
        ないよう表現上留意すること。
    （４）詳細については、「土木工事施工条件明示の実際」〔（財）建設物
        価調査会発行〕を、参考にすること。



    別紙                 明示項目及び明示事項（案）


